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＜研究ノート〉

カリスマ理論の形成

王権の正当性問題

江　頭　誠　悟

　　　はじめに

　マックス］ウェーバーの社会理論は遠大な人類史的含意をもっているので，

その解釈にあたって過度の「哲学的」読みこみを犯しやすい。ウェーバー理論

の中でもとりわけrとらえどころのない概念」であるrカリスマ」の理解につ

いては，特にその幣が著しい。たとえば，英語圏における戦後の研究を方向づ

けた簡明なウェーバー解説書の中で，ガースとミルズは「ウェーバーにとって

は，カリスマ概念が歴史における人問の自由の形而上学的担い手の役割を果た

していることは明らかである。……カリスマは自由と同一視されている」とし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（エ）
て，これを「カリスマの哲学」と呼んでい孔ウェーバーの政治思想をドイツ

史の流れの中に克明に位置づけて新しい研究方向をきりひらいたモムゼンも，

その後rウ・ユーバーの政治的見解は，本質的には，歴史の本質についての特定

の見解から流出するものであること，その見解の中心にあるのは純粋に個人的

な価値理想を志向する偉大な個人の指導的役割という思想であること，これが

われわれの考察の結論である。マックス＝ウェーバーの理念型論の中できわめ

て決定的な位置を占める，あの未だに解釈の分かれるカリスマの概念も，その

究極の意味はこのこと以外のなにものでもない」と述べて，カリスマ理論が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2〕
ウェーバーの「歴史哲学的基本構想」に根差していることを力説している。

　このような解釈の論拠となるウェーバーの記述は確かにある。しかし，ある

社会理論の一般的な哲学的基調が解明されたからといって，その理論のr究極

の意味」を理解したことにはならない。カリスマ理論は自由主義的・個人主義

的世界像から直接的・必然的にr流出」するものではない。一般に，新しい社

会理論は，当面の現実的・具体的問題を解決するために既存の社会理論を再検

討する過程で形成されてくる。そのさい理論家が準拠する世界像は，彼の理論
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的営為を大枠においては制約するかもしれないが，形成されてくる理論の内実

を直接的に規定する最も重要な要因は，先行する世代の知的遺産としての旧来

の理論装置と新しく生じた現実とのギャップが提起する未解決の問題それ自体

である。哲学者ならぬ経験科学者ウェーバーについては，特にこのことを強調

しておきたい。カリスマ理論は，帝政ドイツが直面していた困難な現実を打開

しようとしたウェーバーの学問的営為の一つの結実であったはずだ。以下，こ

の視点から，カリスマ理論が形成された歴史的原点に立ち戻ることにしたい。

まずウェーバーが批判的に継承した先行するカリスマ理論を検討することから

始める。

　1．ゾームのカリスマ理論

　ウェーバーの支配社会学には異なる時期に執筆された三つの稿があるが，そ

のいずれにおいてもカリスマについて論じるさいには必ず，カリスマ概念を最

初に明らかにしたのがルドルフ士ゾーム（R．Sohm）であることが指摘されて

いる。rルドルフ≡ゾームが歴史上重要な特殊ケース（初期キリスト教の教会

権力の発展史）について，権力構造のこのカテゴリー〔カリスマ〕の社会学的
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3〕
特質を患者上首尾一貫した形で……解明したことは彼の功績である」。rカリ

スマ的支配の型はルドルフ＝ゾームによって初めて，その著書r教会法』の中
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
で古キリスト教会について見事に展開された」。「『カリスマ』（恩寵の賜物）

という概念は原始キリスト教の用語から借用したものである。キリスト教の教

権制についてはルドルフ＝ゾームのr教会法」が，用語上ではないとしても実
　　　　　　　　　　　　　　　（5）
質上最初にこの概念を明らかにした」。このように，ウェーバーのゾーム評価

はきわめて高い。以下簡単にゾームのカリスマ理論の骨子を紹介し，ウェーバー

理論と比較検討してみよう。

　ゾームのr教会法」の根本思想はr教会法は教会の本質と矛盾する」という

命題である。なぜならr教会の本質は宗教的である」のに対して「法の本質は

世俗的である」からだ，とゾームはいう。このr宗教的」（geisthch）対r世

俗的」（welt1ich）という二項対立が，ゾームのカリスマ理論全体を貫いてい

る。ゾームによれば，原始キリスト教時代の教会は神によるカリスマの分配に

もとづく純粋に宗教的な組織［rカリスマ的組織」であったが，司教職の設置

→r職務カリスマ」の形成を通じて法的組織に転化する。「かつて職務は…
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カリスマにもとづいていた。今や逆にカリスマが職務にもとづくことになる」。

司教職を通じて教会法が形成されるとともにカトリック教会が成立し，さらに

宗教改革を経て教会は完全に世俗化される。この一ように，ゾームにおいては

r宗教的」対「世俗的」の二項対立の核心は・rカリスマ」対r法」であり，こ

の二項対立の史的展開はr宗教的なもの」のr世俗的なもの」への転化，つま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）
り「世俗化」（verwe1thchung）の形態をとる。

　ところで原始キリスト教におけるrカリスマ的組織」の構造は，ゾームによ

れば以下のとおりである。全てのキリスト者は，神の恩寵の賜物として何らか

の霊能＝カリスマを授けられている。しかし少数のキリスト者（使徒・預言者

等）には神の言葉を告げる特殊なカリスマが授けられており，神の国は彼らの

カリスマを通じて実現される。彼らは教会（信徒集会）によって委任された権

力を行使しているのではなく，神によって授与された彼個人に固有の権力を行

使し，神の名において服従を要求する。教会の指導はこの意味で「上から」権

威主義的に行われる。しかし彼らの法外の権力に対する対重として，信徒の中

にはカリスマを審査するカリスマを授けられている人々がい乱彼らは神の名

において服従を要求する人々が本当に特殊なカリスマをもっているかどうかを

審査し，信徒集会はこの審査に合格した者のみ神の言葉を告げることを許可す

る。この意味でカリスマに対する服従は自由な承認にもとづいており，支配関

係ではない。他方，ひとたび信徒集会がカリスマを承認すると，服従は形式的

には自由だが道義的には義務となる。要するにカリスマ的組織とは，カリスマ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）
の審査と承認にもとづく上下関係によって運営される宗教的組織であ乱

　ゾームのr教会法』は発表当時から論争を呼び，今日なお評価の定まらぬ問
　　　（8〕
題作である。当時の教会法史学の大家ジュトウッツはrゾームのこの作品の中

から再び力強く雄弁にわれわれに語りかけてくるのは，教会の外的秩序もしく

は法にかかわる一切のことがらに対する，わが宗教改革者〔ルター〕の堂々た

る無関心，歪むしろ嫌悪である」と述べて，その「極端に宗派的な性格」を指
　　　　（9）
捕している。事実ゾームは「使徒」と呼ばれたほど敬度なクリスチャンで
　（1o〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（l1）

あり，この点「宗教音痴」を自任するウェーバーと対照的である。またゾーム
　　　　　　　　　　　　　　　　（12〕
はビスマルクの文化闘争を支持しており，彼の「教会概念の中にはプロセイン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（13）
文化闘争の影響が明瞭に反映されている」といわれている。ウェーバーはゾー

ムのカリスマ理論のr極端に宗派的な」性格を払拭して，カリスマを価値自由
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な社会学的概念として再構成しようとした。これが両者のカリスマ理論の第一

の相違点である。

　第二の相違点はウェーバーがカリスマ理論の適用領域をキりスト教，さらに

は宗教一般の枠からも解放して大幅に拡大したことである。ウェーバーはゾー

ムのカリスマ理論を高く評価しながらも「しかし，原理的に同様の事態は

宗教の領域でしばしば最も純粋な姿で現れるとはいえ　　きわめて普遍的に繰
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14〕
り返しみられる現象なのである」と付言している。この適用領域の拡大につい

ては研究者の間で評価が分かれており，宗教現象の領域に限定した方がよいと
　　　　　（15〕
する意見も．ある。しかし小論の視角からすると，ウェーバーがカリスマ理論の

適用領域を拡大したこと自体，注目に値する。特に政治現象がカリスマ理論の

射程に入ったことは，重要な意味をもっている。ゾームにとってはr政治は世

俗の剣による世俗の財のための闘争である」から，ルターに従って「宗教的な

ことがらと世俗的なことがらの分離」（「神のものは神に，皇帝のものは皇帝に」）

を要求する彼の立場からして，宗教的なことがらの核心であるカリスマが政治
　　　　　　　　　　　　　　　　〔16）
の領域に適用されることぽ考えられない。逆にウェーバーの場合には，カリス

マが支配の正当性根拠としてとらえられていることからも分かるとおり，政治

（軍事を含む）こそカリスマの本来の領分であ乱このことから推測されるの

は，ウェーバーは政治現象を分析するためにゾームのカリスマ理論に着目し，

それを社会学理論として再構成したのではないかということである。

　実際，対象領域の拡大という点を除けば，ウェーバーのカリスマ理論はゾー

ムのそれを換骨奪胎したにすぎない。両者の理論構成を対照させてみよう。ゾー

ムにおけるr宗教的」対r世俗的」の二項対立は，ウェーバーにおいてはr非

日常的」対「日常的」の二項対立となり，ゾームにおけるr世俗化」はウェー

バーにおいてはr日常化」となる。同様に，ゾームのrカリスマ的組織」rカ

リスマの承認」rカりスマの審査」は，ウェーバーの「カリスマ的支配」rカリ

スマの承認」「カリスマの証明」にそれぞれ対応している。むろん細部でのニュ

アンスの相違は少くないが，基調は酷似しているといってよい。rカりスマ的

支配の型はルドルフ＝ゾームによって初めて・・・…見事に展開された」という

ウェーバーの評価は，単なるリップサービスではない。だからこそrしかし，

原理的に同様の事態は・・…・きわめて普遍的に繰り返しみられる現象なのである」

というコメントを重視する必要がある。ウェーバーのカリマス理論をゾームの
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それと区別する最大の特徴は，適用領域が拡大されて政治現象がその射程に入っ

たことである。それでは，なぜそうする必要があったのか。具体的にいかな

る政治現象がウェーバーの念頭にあったのだろうか。この問題を解く手掛か

りもウェーバー自身の記述にあるのだが，それを発見するためには原典批判

から始める必要がある。r経済と社会」の現行版には重大な問題点があるから

だ。

　2．ウェーバー理論の原典批判

　ユ949年にヴィンゲルマンはウェーバーの「原プラン」にもとづくr経済と
　　　　　　　　　　　　　（17）
社会』の新しい編集方針を提案し，その方針に従って従来の版に改訂を施した

第四版をユ956年に刊行した。この時を画期としてr経済と社会』は編集史上

の第三期（第一期はウェーバーが死んだ且920年まで，第二期はそれ以降夫人

が編集した初版から第三版まで）に入り，1972年にヴィンゲルマンによる再
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（18〕
改訂第五版（普及版）が刊行されて現在に到っている。この間，ヴィンゲルマ

ンの編集方針は必ずしもウェーバー研究者の問で支持されていたわけではない。

すでに第四版の段階でモムゼンは「どうしてこのような試みが学問的に，ある

いは『教育的」にすら正当なものとみなしうるのか，全く理解しがたい」と厳
　　　　　　　　（19）　・
しく批判しているし，近年ではテンブルックが，1977年に新しく発見された

資料にもとづいて，ヴィンゲルマンの編集方針の根拠となっているr原プラン」

はウェーバー自身によって後に方棄されたとの推定を示しrヴィンゲルマンに

よって開始されたウェーバー研究の……段階は終わった」と宣告して，現行版
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（20）
r経済と社会』とのr訣別」を呼びかけている。

　このウェーバー版「プラン問題」をめぐる論争については，全集刊行作業と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2I）
の関係上当面その推移を見守ることにしたいが，テンブルックの主張の当否と

は別に，r経済と社会」現行版が編集上の重大な問題点を含んでおり，到底決

定版とはいいかねることは確かである。以下では，カりスマ理論の原点

ウェーバーにとって，何が問題だったのか　　を解明するために必要な範囲内

で，r経済と社会」現行版を検討することにしたい。

　『経済と社会」第三版までは，カリスマについてのウェーバーの主な記述は

第三部第五章r正当性」，第九章rカリスマ主義」，第十章rカリスマの変形」

の三箇所に分散しており，特に小論の視点からみて興味深いことに，第九章は
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rカリスマ的権威の社会学的本質」に始まり「カリスマ的権威の存立基盤と不

安定性」を経て「カリスマ的王制」を論じrここで草稿は途切れている」とい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（22）
う編集者（ウェーバー夫人）の註記で終わっていたのに対して，第四版の編集

者となったヴィンゲルマンは，この「カリスマ的王制」についての記述部分を

後に送り，その代わりに第十章冒頭の「カリスマの革命的性格」以下の記述を

充てている。この差し替えの理由についてヴィンゲルマンはrr王制の発展』

についての記述は〔カリスマについての〕思考の連関を中断する」からだと註
　　　（23）
記している。ところが現行第五版の普及版第三制（1980年刊）の扉の裏面（奥

付けあたる頁）に編集者ヴィンゲルマンの短い註記が掲載されており（これは

1976年刊のクロス装版にはないもので，ヴィンゲルマンの最も新しい見解を

示すものとみてよい），そこでヴィンゲルマンは当該の部分について現行版の

配列に問題があることを自ら指摘した上で「員数の整合性を維持するために一・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（24）
本文の配列変更は当分断念せざるをえない」と釈明している。少くともカリス

マについての記述部分に関しては，現行版が決定版とはいえないことを編集者

自身が認めているわけである。

　r経済と社会』の原典批判は，ウェーバーの原稿が失われている現状のもと
（25〕

では，どんなに考証を尽くしたとしても，決局最後の決め手を欠いていること

は変わらない。ただ忘れてはならないのは，ウェーバー夫人はウェーバーの原

稿を手にして編集したのだという事実である。もはや原稿を見ることのできな

かったヴィンゲルマンが，ウェーバーが後になって放棄したかもしれない「原

プラン」とr思考の連関」を論拠にして，ウェーバー夫人による配列を大胆に

組み換えたことは，やはり編集者の権限を逸脱しているのではないか。モムゼ

ンはr経済と社会』第四版の問題点としてヴィンゲルマンのr完全主義の傾向」

を指摘しrウェーバー研究のためには〔その傾向を〕慎重に抑制してくれた方

がよかったのだが」と苦言を呈している。rすでにマリアンネ＝ウェーバー〔夫

人〕が初版刊行にあたってウェーバーの原稿にどれほど手を加えたことか，だ

れも知らないのだ／……なんとかして統一的な版本を提示しようというヴィン

ゲルマンの努力は，やはり誤りである。異なる時点で部分的に異なる意図のも
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（26〕
とに成立した諸部分を歯且歯吾なくっなぎあわせるのは無理なのだ」。

　しかし私は，モムゼンの推測とは逆に，ウェーバー一夫人は少くともヴィンゲ

ルマンほどには手を加えなかったのではないか，と考えたい。ヴィンゲルマン
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は，夫人の手によって編集されたものがr思考の連関を中断する」（論旨の一

貫性を欠いている）ことを理由に，大胆な差し替えを行ったのだが，同じ理由

から私はそう推測する。未完成に終わった遺稿に論旨の一貫性が欠けていたと

しても不思議ではないばかりか，逆のケースこそ著者以外の人の手が加わって

いることを示すものと解することもできるのではないか。とすれば，ヴィンゲ

ルマン編の第四・五版よりもウェーバー夫人編の初版ないし第三版の方が，

ウェーバーの考えを忠実に伝えていることになる。この仮定のもとに夫人編の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（27）
『経済と社会』の「カリスマ主義」についての記述部分を読むと，ヴィンゲルマ

ンによって忌避された「カリスマ的王制」論が叙述の前面に出て来ることに気

付く。ヴィンゲルマンはそれを「思考の連関を中断するもの」と判断したが，こ

の王権への一見唐突な論及こそ，ウェーバーのカリスマ理論の原点がどこにあっ

たかを図らずも暗示しているのではないか。この箇所は第一次大戦前に書かれ

たものだが，その頃のウェーバーがカリスマについて論じる時，なぜ王権論が

前面に出て来ざるをえないのか，その背後の事情をうかがわせる印象的な出来

事を紹介しよう。

　ウェーバーの同時代人フロイトは『精神分析入門』の中で，言い違い・書き

違いなどのr錯誤行為は二つの意図の衝突によって生じる心的行為である」と

いう観点から多くの事例を挙げているが，その中に次のような逸話が引かれて

い孔ユ908年1ユ月のドイツ帝国議会で「皇帝に腹蔵なく真実を告げよ，と言う

つもりだった或る代議士が，大胆すぎはしないかという自分自身の内心の声を

熟しがたく，『腹蔵なく」（r廿。kha1tlos）をr頼りなく』（ruckgrat1os）と言い
　　　　　　　　　　　　　　（28〕
違えてしまった」というものである。ユ908年ユエ月といえばrドイツ帝国建国以
　　　　　　　　　（29）
来最も重大な国内危機」といわれるデイリー＝テレグラフ事件が発生（ユO月28日）

して，全ドイツの世論が皇帝の失態に激高し，保守党を含む帝国議会の全党派

が一致して皇帝の個人支配を論難した時期であり，この逸話の出来事もそのよ

うな状況の中で起きたのであろう。フロイトは，これらの事例の分析を踏まえ

て「何か言おうとする意図が現存するのにそれを抑圧することが，言い違いを
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（30〕
起こす不可欠の条件である」と総括している。

　さて，神経疾患のために政治との関わりを避けてきたウェーバーが，同じデ

イリー＝テレグラフ事件の折に政治的盟友ナウマンに宛てて書いた手紙（1908

年1川12日付）が残っているが，その中で彼はr決定的に重要なことは，一人
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のディレッタント〔ヴィルヘルム二世〕が政治を牛耳っていることです。……

ボーエンンォレルンの王朝は権力の佳良ムまらの形態しか知らない　　号令・服

従・気をつけ・大ぼら」などと罵倒しながら，次のように予告している。「イギ

リス国王は功名心と権力をもっていますが，ドイツ皇帝は虚栄心をもち権力の

仮像で満足しています。〔これは〕体制の結果であって，人物のせいではありま

せん（影響力の王国と大権の王国　　イギリスでは以前両国の対立をこう定式化

しました）。）シ皇帝は『日蔭の王」ですがイギリス国王はそうで念。・　歴

史の高みから眺めてみる限り。なぜそうであり，どうしてそうなったのか，こ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒストー！シェニツ了イトシュ■」ブト
のことを私は，少し後の方がよいでしょうが（来年），r史学雑誌」で私なりに
．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（31）
問題として展開してみたいと考えております」（傍点は全てウェーバー）。

　この予告はそのままの形では実行に移されなかったが，翌年（ユ909年）・に

r社会経済学講座』の監修を弓1き受けたウェーバーは，その第三部として1911
　　　　　　　　　　　　　　　　（32）
年ないし13年に執筆されたと推測される『経済と社会』の中でカリスマ的支配

を論じながら，議会制国家における国王の機能について，再び「大権の王国」と

「影響力の王国」を対比させてい孔「イギリスにおいてはr議会制的』王制な

るものは，政治家としての資格を備えた君主だけが現実の力を発揮しうるよう

にすることによって，一つの淘汰を行うことを意味している。というのは，外

政または内政における失敗や，あるいは国王が彼の個人的資質や個人的威信に

相応しないような要求を提起することは，国王にとって王位を危険にさらしか

ねないからである。この限りではやはり議会制的王制なるものは，愚物に対し

ても政治的天才に対しても　　もっぱら相続権のみにもとっいて　　支配者たら

んとする要求を一律に容認する大陸型の公式の王制に比べて，はるかに真正
　　　　　　　　　　　　　　　（33〕
『カリスマ的」形態のものなのである」。

　この記述は，デイリー＝テレグラフ事件が機縁となって提起された比較王権

論の課題が，カリスマ理論の枠組の中で取り扱われていることを示している。い

いかえると，r経済と社会』のカリスマ理論のうち戦前に書かれた部分（現在第

二部に収められている）は，皇帝　　もっと正確にいうと，ビスマルクの遺産と

してのトイツ第二帝政自体　　弾劾の意図の痕跡をととめているのである。ここ

でフロイトの弓1いた逸話を想起しよう。例の代議士は，皇帝を弾劾しようとす

る意図とそれを抑制しようとする心理との相剋の結果，問題の言い違いをして

しまった。rカリスマ的権威の社会学的本質」について語り始めるうちに王権論
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へと話題が移って行くウェーバーも，同じ心理的葛藤状態にあったのではない

か。彼はカリスマについて価値自由な社会学的記述を心掛けているのだが，カ

リスマ理論を構想する原点となった価値判断（皇帝弾劾）を完全に抑圧するこ

とができないために，カリスマの社会学的定義の直後に次のようなr書き違い」

を犯している。

　「真正なカリスマはこのように〔カリスマの証明に失敗すれば失脚するとい

う〕きわめて厳粛な意味をもっているのであるが，これは今日のr王権神授説』

の安易な要求と停明らかに正反対のものである。今日の『王権神授説』は〔君

主の地位は〕r測り知りがたい』神意にもとづくものであり，r君主はこの神に

対してしか責任を負わない」と主張する。これに反して真正カリスマ的な支配

者は，ちょうどこれとは正反対に被支配者に対して責任を負うのであるぺ

重要な点でなお真のカリスマの名残をとどめている……中国の君主は，彼の行

政が被支酉己者たちの困苦・・…・を救うことに成功しなかった場合には，全民衆の

前で公然と自分自身の罪と不徳とを弾劾する。……このような贈罪もなお神々

をなだめえないときは，彼を待っている運命は罷免と死であり，この死はきわ

めてしばしば贈罪犠牲の形で執行される。・・・…人民による承認が停止するとと

もに……ヘルは単なる私人になったのであり，彼がそれ以上の者だらんとする
　　　　　　　　　　　　　　　（34）
なら彼は罰せられるべき纂奪者となる」。

　ここでr今日のr王権神授説（Gottθsgnadentum）」の安易な要求」とウェー

バーが書くとき，ビスマルクを罷免して「神の恩寵」（Gottesgnadentum）の

名のもとに親政に乗り出したドイツ皇帝ヴィルヘルム2世を念頭に置いている

ことは明らかである。ウェーバーは皇帝が自らの失政の責任をとることを要求

している。なぜなら，それが王権の究極的な正当性根拠であるr神の恩寵」＝

カリスマの「厳粛な意味」セあるからだ。孟子の王道論を援用してまで君主の

政治責任を追及するウェーバーの論調には，社会学的記述というより政治的ア

ジテーションに近い異様な熱気が感じられる。しかしr経済と社会』は政治的

パンフレットであってはならない。価値自由な記述を心掛ける社会学者ウェー

バーは，夫人が「ここで草稿は途切れている」と註記したとおり，「カリスマ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（35）
的王制」を論じ始めたところで記述を一旦打ち切ったのである。このような私

の解釈が当たっているとすれば，王権に関する記述がカリスマについての「思

考の連関を中断する」ことを理由に，これをカットして後に送ったヴィンケル



1ユ2 一橋研究　第10巻第1号

マンの半1」断は，ウェーバー理論の正しい理解を妨げてきたことになるだろう。

社会学的カリスマ理論は，皇帝権力の正当性が激しく動揺し始めた20世紀初頭

のドイツの現実を前にして，イギリス型の議会主義的君主制に活路を見い出そ

うとするウェーバーが，王権の正当性根拠を改めて間い直す中で形成されてき

たものである。

　3　フレーザーの神聖王権論

　さて，ウェーバーは問題の「カリスマ的王制」についての記述の冒頭で「諸

制度のカリスマ的正当化の中で歴史上特に重要な事例となっているのは，政治

的カリスマの正当化，すなわち王制の発展である。・・一王権はカリスマ的英雄
　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　（勤
行為から生まれてくる」と述㌻1るよう亜こ・カリスマ的支配の日常化の結果

王権が成立すると考えている。このような見方は当時のどのような研究に依拠

しているのだろうか。

　ウェーバー自身の研究経歴に関していえば，彼の王権像はゲルマン古代や古

典古代についての当時の歴史研究の成果に依拠して形成されてきたものである。

しかし王権がカリスマの日常化の所産として位置づけられるためには，何か実

証的歴史研究とは別の系列の王権理論が介在しているのではないか。ウェー

バー自身がカリスマ理論の典拠として挙げているのはゾームとホルだけで
（37）

あ孔だがゾームは，先にみたとおり少くともウエーバーが明示的に言及して

いるr教会法』の中では宗教的カリスマ（使徒・預言者等）について論じてい
　　　（38）
るだけだし，ホルの研究も中世東方教会の新神学者シメオンと修道院制度に関
　　　　　（39）
するものである。むろんウェーバーがゾームやホルの教会史研究と歴史学的王

権研究を直接に結びつけて，独自のカリスマ的王権理論を創造した可能性は考

えられる。しかし「ウェーバーの思想の中で今世紀の巨大な両義性の全部が，ほ
　　　　　　　　　　　　　　　（40）
んの一瞬，絶望的な総合に到達した」と評されるほど博覧強記の思想家のこと

だから，歴史学以外の系列の王権研究を摂取してカリスマ的王権理論を構築し

たとも考えられ乱ここでは，後の仮定に立って，さしあたり当時の人類学（民

族学）の分野に関して，カリスマ理論の知的源泉を探ることにしたい。

　カリスマについて論じるとき，しばしばウェーバーは民族学的知見を引く。最

も代表的な例として，『経済と社会」第二部第五章r宗教社会学」冒頭のカリス

マの定義を挙げておこ㌔ウェーバーはそこでrマナ」や「オレンダ」等，当
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時世界各地から報告されていた民族誌的観察をrカリスマ」という呼称のもと
　　　　　（41〕
に一括している。マナはイギリスの宣教師コドリントンがメラネシアでの観察
　　　　　　　　　　　　　　　（42〕
としてユ891年に発表したものであり，オレンダは自分自身インディアンであ

るヒューイ’ットが北米インディアンの間での観察としてユ902年に発表したも
　　（43）

のである。これらの報告がどれほど当時の社会学者の注目を惹いたかは，ユベー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（坐）
ルとモースがそれらの報告に依拠して「呪術の一般理論の素描」を試み，同様

にデュルケームが主著r宗教生活の原初形態』を書いていることからも推して
　　　　　　（45）
知ることができる。ウェーバーがそれらの報告に注目し，カリスマ理論の素材

として摂取したとしても不思議ではない。

　しかし特に王権論をテーマとする当時の民族学の著作で，ウェーバーのカリ

スマ理論の重要な参考文献となったのではないかと考えられるのは，ユ890年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（40）に初版が刊行されたフレーザーの名著r金柱篇」である。「近代の人文学にお

　　　　　　　　　　　　　　　　　（47）
けるおそらく最大の科学的オディッセー」と評されるこの書物の刊行は，学問
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（48）
分野を問わず当時の知識人に大きな衝撃を与えたといわれている。自然科学研

究を志していた青年マリノフスキーが，本書を一読して人類学研究に転向した
　　　　　　　　　（49）
ことはよく知られている。王権の正当性根拠を解明しようとしたウェーバーが

本書を詰んだとすれば，彼のカリス÷的王権論にとっての有力な論拠として摂

取したに違いない。r金枝篇」のテーマはまさしく「神聖王権」（DivineKing一
　　　　（50）
ship）だから。念のために，ウェーバーがr金枝篇」を読んだことを推測させ

る形跡を指摘しておこ㌔ウェーバーは宗教の起源を論じるさい，呪術をr補

強制」（Gotteszwang），宗教をr神礼拝」（G〇七tesdienst）として特徴づけて

いるが，このような考え方は元々フレーザー独特の発展段階理論で，r金枝篇』
　　　　　　　　　　（51）
の重要な論点の一つである。もう一つは「長老支配」（Gerontocracy，Geron－

tokratie）という用語であり，これも元々フレーザーがr金枝篇』で提示した
　　　　（52〕
造語であるが，ウェーバーはそれを伝統的支配の一類型の呼称として使用して

（53）

いる。

　しかしウェーバーとフレーザーの見解の最も重要な符合は，カリスマ的支配

の不安定性についての認識にみられる。フレーザーは次のように述べている。

r呪術を司る者たちが，その法外な主張を信じて疑わない社会において重要で

支配的な地位に立つのは必然であり，呪術師たちのうちのある者が，民衆から

受ける信頼と民衆を圧する威厳の力によって，盲信的な大衆に対して至上権を
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振うようになるとしても不思議ではない。しばしば呪術師が酋長や王にまで成

長発展したことは明らかな事実である。……　〔しかし〕公的呪術師の占める地

位は全く不安定な（very　precarius）ものである。彼が雨を降らせたり，太陽

を照らせたり，土地の実りをもたらす力をもっていると信じこんでいる人々は，

当然のことながら早魅や飢蝕を彼の無責任な怠慢あるいは故意の計略であるか

のように考え，その結果として彼を罰することになるからであ引こうしてア

フリカでは，雨を降らすことに失敗した酋長はしばしば追放されたり殺された

りした。一・・世界の他の多くの地方でも，王は民衆の福祉のために自然の運行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（54〕
を調節することを期待され，もしその企てに失敗する時は罰せられた」。王と

しての呪術師のこのような不安定性について，フレーザーは世界各地のおびた

だしい事例を挙げてい孔他方，ウェーバーは「カリスマ的権威の存立の基礎

とその不安定性」について次のように述べてい乱rカリスマ的権威の存立は，

その本質に照応して，すぐれて不安定な（spzifish　1abi1）ものである。・…・・彼

は預言者たらんとするなら奇蹟を行なわなければならず，軍事指導者たらんと

するなら英雄的行為を行わなければならない。しかし，とりわけ彼の有する神

的使命は，彼を信じて帰依する人々の福祉に寄与する点においてr証明』され

なければならない。もし人々の福祉に寄与しないなら，明らかに彼は神によっ

て遣わされたヘルではない。……このきわめて革命的な響きをもった諸命題に

該当するような状況は，原始的な社会事情のもとでは全く無情な形態で見い出

される。そこでは……ほとんど全ての原始的諸権威にカリスマ的性格が付着し

ており，首長は成功に恵まれないときにはきわめてしばしば簡単に見捨てられ
（55）

る」。

　ウェーバーはrカリスマ的権威の存立の基礎とその不安定性」についてこう

述べたあと，すぐ続けて「カリスマ的王制」について論じ「王権はカリスマ的

英雄行為から生まれてくる」と書くのだが，同様にフレーザーも王としての呪

術師の不安定性についての先の記述のまとめとしてr世界の多くの地方におい

て，王は古代の呪術師または呪医の直系的後継者であると結論してよいように
　　　　　　　　　（56〕
思われる」と述べてい孔ウェーバーのカリスマ的王権論がフレーザーの神聖

王権論に依拠していることは，以上の簡単な比較からだけでもほぼ間違いない

であろう。
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まとめ

　ウェーバーのカリスマ理論についての従来の解釈は，ウェーバー理論の原点

を見失なった空疎なr哲学的」論議に終始してきた。ウェーバー理論の原点と

は，ビスマルクの遺産としてのドイツ第二帝政の政治機構，特に皇帝権力の正

当性の問題である。ウェーバーは，ゾームのカリスマ理論や（おそらく）フ

レーザーの神聖王権論を参考にしながら，この問題を王権一般，さらには支配

一般の正当性根拠の問題として解こうとした。小論はこのことを示唆しようと

したものである。本格的な論証は他日を期すことにしたい。

（註）

（ユ）　H．H．Gerth＆C．W．Mius，冊。m　Mακ冊6er，Oxford　Univ．Press，

1946，Introduction，p143，51ff，72．山口和男・犬伏宣宏（訳）rマックス・

ウェーバー』ミネルヴァ書房，1962年，ユ04頁，126頁以下，175頁以下。

（2）W．J，Mommsen，MακWebぴ，Suhrkamp，1974，S．59．中村貞二他
（訳）rマックス・ウェーバー』未来社，工977年，74－5頁。

（3）M．Weber，W土崩。んψ砒〃Gε8e脆。んψ，5．Auf1．，Mohr1980〔以下，

WG〕，S．654－5．世良晃志郎（訳）r支配の社会学』創文社，1962年〔以下r社会

学』〕，n，399－400頁。

（4）　Ders．，　Ge8αmmεκe　ハ阯加α土zε〃r　Wj8舵π8cゐα力8王eかe，　4．Aufユ．，

Mohr1973，S．48213．　『社会学』I，49頁。

（5）　WG，S．！24、世良晃、志郎（訳）『支配の諸類型』創文社，1970年〔以下，『諸

類型』〕，工1頁。

（6）　R．Sohm，K｛rc加〃εc肋，Bd．I，Duncker＆Humblot，1923（1．Aufユ．，

1982）、

（7）　Ebd．，S．16－56．

（8）　VgL，　E．Kohユmeier，　Charisma　oder　Rechも，Zε比8c加批ルr月ecん一

．亡昭escん｛c枇θ，LXユX－Kan－Abt．XXXVIH（1952），S－1－36一

（9）　ジュトウッツ「私有教会・教会法史』増淵静四郎・淵倫彦（共訳），創文社，

1972年，ユ28－9頁。

（ユO）　K．Binding，　Rudoユf　Sohm1841一ユ917（Nekro工。g），Frαη蜥α榊r

Ze批“η8，　1．　Juh1917．

（ユ1）Weber，Gεsαmmε伽Po倣j8c加8c加批θη，3．Auf工1，Mohr1971，S．

xiii．　中村貞二他（訳）rマックス・ウェーバー政治論集」1，みすず，1982年，

14頁。

（12）　Vgl．Sohm，Dαsγ直rん捌肋is　Uo几Sfααtω几d　Kか。加α砒s加m　Bεgr〃

Uon8士αα正砒ηd　Kか。んεθπ土ω｛c為θ批，TObingen1873．

（13）　ミッタイスr法史学の存在価値』林毅（訳）創文社，1980年，54頁。
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（14）　WG，S，655．　r社会学』I，400頁。
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